
3ページ［参考］人工呼吸・胸骨圧迫の対象、中止基準の改訂案について解説いたします。 

【人工呼吸の対象】及び【胸骨圧迫の対象】については、消防救第 84 号（令和 5 年 3 月 30 日
通知）救急隊員及び准救急隊員の行う心肺蘇生法の実施要領［別紙 1］2.呼吸及び循環（脈）の
確認時の注意事項に記載されてある文面に変更しております。 

また、2 ページ 小児・乳児の BLS プロトコル内「15：2 で胸骨圧迫に人工呼吸を加える（2 人
法）」を削除し、3ページ［参考］に【小児・乳児・新生児の CPR】として、同通知 救急隊員及
び准救急隊員の行う心肺蘇生法の実施要領［別紙 1］7.心肺蘇生法の実施要領⑸のとおり、 

1 救助者が 1 人の場合は、胸骨圧迫 30回、人工呼吸 2回のサイクルを繰り返す。 

2 救助者が 2 人の場合は、胸骨圧迫 15回、人工呼吸 2回のサイクルを繰り返す。 

を記載しました。 

以上となります。 

 


